
情報通信行政・郵政行政審議会 電気通信事業部会（第７０回）議事概要 

 

１ 日 時 

  平成２８年２月１２日（金）１６時００分～１６時２０分 

 

２ 場 所 

  総務省 第１特別会議室（８階） 

 

３ 出席者 

（１）委員（敬称略） 

辻 正次（部会長）、大谷 和子、川濵 昇、関口 博正、長田 三紀、 

山下 東子 

（以上６名） 

 

（２）総務省 

福岡総合通信基盤局長、大橋電気通信事業部長、佐々木総合通信基盤局総務課長、

秋本事業政策課長、飯村事業政策課企画官、堀内事業政策課調査官、竹村料金サ

ービス課長、内藤料金サービス課企画官 

 

（３）事務局 

東情報流通行政局総務課課長補佐 

 

４ 議 題 

（１）諮問事項 
   ア 電気通信事業法等の一部を改正する法律（平成 27 年法律第 26 号）の施行に

伴う告示の制定について【諮問第３０８２号】 
 
     審議の結果、本件については、本審議会への諮問を要しない電気通信事業法

施行規則の一部改正案に基づき制定されるものであり、これらは密接不可分で

あることから、報道発表及び意見招請については、必要的諮問事項である当該

告示の制定も含め、一体として総務省が実施することを決定した。 
 
   【内容】 
    先の国会で可決成立し、昨年５月２２日に公布された、「電気通信事業法等の一

部を改正する法律」（平成２７年法律第２６号）の施行に伴い、電気通信事業法施

行規則第 22 条の４の規定に基づき、禁止される行為の相手方となる電気通信事業

者を指定する告示を制定するもの。 
 
 



   イ 東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社の第一種指定電気通信

設備に関する接続約款の変更の認可（長期増分費用方式に基づく平成２８年度

の接続料等の改定）について【諮問第３０８３号】 
 

審議の結果、諮問された内容について意見募集を行い、提出された意見を踏ま 

え、接続委員会において調査・検討を行うこととした。 

 

【内容】 

接続料等規則等の一部を改正する省令の公布及び一部施行を受けた、長期増分費

用方式に基づく平成２８年度の接続料等の改定に係るもの。 
 
 
 
 
 
 

本部会にて配付された資料をご覧になりたい方は、総務省ＨＰにおいて 
   公開しておりますのでご覧下さい。 

    

また、総務省において、閲覧及び貸し出しを実施しておりますので、 

下記までご連絡下さい。 

 

担 当：総務省情報流通行政局総務課審議会係 東・宇佐美 

電 話：０３－５２５３－５６９４ 

ＦＡＸ：０３－５２５３－５７１４ 

メール：ip-council@soumu.go.jp 
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